
岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

平成 30年 2 月 27日改正 

（平成 30年 4 月 1日適用） 

①第三者評価機関名 

特定非営利活動法人 岐阜後見センター 

 

②施設・事業所情報 

名称：瑞浪市立桔梗幼児園 種別：保育所 

代表者氏名：岩 下 みゆき 定員（利用人数）：  １２０  名 

所在地：岐阜県瑞浪市土岐町１７７０－２                         

TEL：０５７２－６８－２３２３ ホームページ：http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2014092907442/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日 昭和２８年 １１ 月 １ 日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：瑞浪市 

 職員数 常勤職員：    ７  名 非常勤職員    ９  名 

 専門職員 （専門職の名称）     名  

保育士      ７  名 保育士      ８  名 

事務員      １  名 みなし保育士   １  名 

 施設・設備

の概要 

（居室数） （設備等） 

保育室 ５  

 

職員室 １  遊戯室１  調理室１  

相談室 １ 子育て支援センター 

トイレ 

 

③理念・基本方針（※転載） 

 

【保育理念】 

・保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図る 

・子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する 

・子どもの健やかな成長のため、適当な環境を与え、その心身の発達を助長する 

 

【保育方針】 

・豊かな人間性を持った子どもを育成する 

  幼児を信じ、愛を伝える 

  想像する力、考える力を育てる 

  豊かな体験を充実させる 

 

 

 

 

http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2014092907442/


④施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

・市内他園は８か月からの受け入れであるが、当園は生後５７日目から受け入れを開始し 

ている。 

・アプローチカリキュラムを作成し、就学に向けて、不安事項に対応していく取り組みを 

行っている。 

・地域の子育て支援の拠点として、地域に根ざした育児支援を目指し、園庭開放の実施や 

併設の子育て支援センターでの未就園児との交流機会の創出を行っている。また、子育 

て相談にも応じながら、地域の子育てニーズの把握に努めている。 

・ヒヤリハット図が各部屋あり、注意すべき箇所を図示し、注意点を書き込んでいる。 

・保育参観時には、全園児(未満児含めて)の保護者の試食会を行なっている。 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

平成３０年 ６ 月 １４ 日（契約日） ～ 

平成 ３１ 年 ３月１９日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）     ２  回（平成   年度） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

＜園舎は木材をふんだんに使った温もりのある木造建築である。＞ 

 園舎はデカ木(県内の木材)をふんだんに使った温もりのある木造建築である。床は木の節を

使った木造の床板を使用し、廊下や保育室は広く設計されている。テラスはがっしりとした造

りであり、夏の暑さから子どもたちを保護し、雨の日でも十分に遊ぶことができる広さがある。

また、園舎には強化ガラスが使用されており、子どもの怪我や外部からの侵入に対してもより

安全性を高めた設計となっている。 

 

＜豊かな自然や地域性を生かした保育を実践している。＞ 

 土岐川のゆるやかな流れを目の前にした広い園庭は、一部は芝生になっており、未満児も幼

児組も安全でのびのびと遊ぶことができる環境となっている。また、堤防の下には小さな小川

があり、夏には子どもたちの水遊びの場となっている。高齢者のボランティア団体「水辺の楽

校」から、植物観察や生物観察を学んでいる。さらに、園舎の裏には、ＪＲ中央線の線路があ

り、通過する電車を見ることが子どもたちの楽しみの一つとなっている。 

 

＜広く地域交流に努めている。＞ 

併設の子育て支援センターでの地域の未就園児との交流、園庭開放、地域ボランティアの受

け入れ、桜堂薬師への遠足、きなあたの田植えや地域の夏まつりの参加等、広く地域交流に努

めている。 

 

 



◇改善を求められる点 

＜中・長期計画や事業計画の充実化に向けた取り組みに期待したい＞ 

中・長期計画は、園運営の方向性を明らかにした中・長期ビジョンは示されているが、経営

全体に渡る内容を盛り込んだ計画までには至っていない。また、事業計画は、研修計画や行事

計画等の各種計画が策定されているが、園の現状と課題を明確化し、施設経営全般に渡る計画

として、予算の根拠づけによる実効性のある計画の策定までには至っていない。今後とも継続

して、計画の充実化に向けた取り組みに期待したい。 

 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

今回の福祉サービス第三者評価の受審を通して、保育のあり方や園経営について見直す良い

機会となりました。評価では、良い点や改善すべき点などにつきましてご指摘をいただきまし

た。 今後、改善すべきと指摘された点については、継続的に改善に向けた取り組みを行うとと

もに、評価の良かった点についても更なる改善に努めることで、今後、多様化する子育てニー

ズに対応した保育サービスの提供に努めていきたいと考えています。 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


